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さとうきび等安定生産体制緊急確立事業基金管理団体公募要領

第１ 総則

さとうきび等安定生産体制緊急確立事業に係る基金管理団体については、この要

領により公募するものとする。

第２ 基金管理団体の業務

基金管理団体は、次に掲げる事業の実施に必要な経費について助成するものとし、

事業内容、事業実施主体、採択要件及び補助率は、さとうきび等安定生産体制緊急

確立事業実施要綱（平成25年２月26日付け24生産第2826号農林水産事務次官依命通

知）別表に掲げるとおりとする。

１ 甘味資源作物等生産振興緊急対策事業

（１）甘味資源作物増産緊急対策事業

（２）国内産糖経営体質強化対策事業

（３）甘味資源作物等農業機械等リース支援事業

２ 砂糖供給安定化緊急対策事業

第３ 応募団体の要件

１ 基金管理団体への応募者は、民間団体又は道県（以下「応募団体」という。）

とし、次の全ての要件を満たすものとする。

（１）第２の１の（１）から（３）までの事業に係る基金の造成については、甘味

資源作物等の生産振興を行う全国域又は県域以上の民間団体又は道県

（２）第２の２の事業に係る基金の造成については、砂糖精製業の振興を行う全国

域の民間団体

２ 応募に当たっては、応募団体の代表権者の承認を得た基金管理代表者を申請者

とし、基金管理代表者は、基金の管理期間中、日本国内に居住し、基金の管理及

び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること

とする。

さらに、基金管理体制には、申請者の所属する応募団体とは別に、申請者とと

もに基金の管理に責任を有する分担管理者（当該応募団体の代表権者の承認を得

ている者に限る。）を置いた民間団体及び地方公共団体を含めることができる。

第４ 基金の種類及び造成額

１ 基金の種類

基金管理団体が造成する基金及び対応する事業については、次に掲げるとおり
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とする。

（１）さとうきび増産基金（第２の１の（１）及び（２）の事業）

（２）てん菜振興基金（第２の１の（１）及び（２）の事業）

（３）甘味資源作物等農業機械等リース支援基金（第２の１の（３）の事業）

（４）砂糖供給安定化緊急対策基金（第２の２の事業）

２ 基金の造成額

基金管理団体の基金の造成にあたっては、次に掲げる基金別の予算額を国から

の補助金の上限とする。なお、次に掲げる（１）及び（２）の基金に応募する場

合にあっては、事業別に勘定を区分して管理することとする。

（１）さとうきび増産基金 3,510,000千円

（２）てん菜振興基金 680,000千円

（３）甘味資源作物等農業機械等リース支援基金 1,010,000千円

（４）砂糖供給安定化緊急対策基金 1,300,000千円

第５ 基金の管理期間

基金の管理期間は、基金造成から平成25年度末までとする。

ただし、生産局長が特に認めた場合にあっては、期間を延長することができるも

のとする。

第６ 基金管理団体の審査

１ 審査の方法

基金管理団体の採択については、農林水産省生産局農産部地域作物課（以下「地

域作物課」という。）において応募要件に該当する旨を確認した後、申請内容等

を審査するが、審査に当たっては、外部有識者からなる第三者委員会の意見を

聴いて定めた審査基準に基づき実施するものとする。

具体的には、地域作物課において、申請者から提出された応募書等の内容につ

いて書類審査及び必要に応じヒアリング審査を行い、第三者委員会の意見を踏

まえ、それらの評価結果を基に優秀と認められる応募団体を選定し、採択する

ものとする。

審査は非公開で行う。また、第三者委員会の委員は、委員として取得した一切

の情報を、委員の職にある期間だけでなく、その職を退いた後についても第三

者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務をもって管理すること等

の秘密保持を遵守することが義務づけられている。

審査の経過は通知しない。また、問い合わせにも応じないこととする。なお、

提出された応募書等の審査資料は、返還しないので御了承いただきたい。
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２ 審査の観点

審査の項目及び観点は、以下のとおり。

審査項目 審査の観点

業務遂行体制の妥当性 ・ 業務を遂行するために必要な体制（人員、事務処

理体制、管理体制）を有しているか。

・ 業務を的確に遂行するために、団体代表者に十分

な管理能力があるか。

事業対象に係る知見 ・ さとうきび、てん菜、ばれいしょ、かんしょの生

産振興や甘しゃ糖製造業、てん菜糖製造業、砂糖精

製業について、十分な知見を有しているか。

事業対象に係る業務の経 ・ さとうきび、てん菜、ばれいしょ、かんしょ、甘

験 しゃ糖、てん菜糖、精製糖に係る事業について、事

業の審査及び指導監督を行った経験を有しているか。

事業の審査能力の妥当性 ・ 事業実施計画等の的確な審査（事業内容、事業費）

を行える能力を有しているか。

基金管理体制の妥当性 ・ 多額の資金を基金として積み立てることから、責

任を持って基金を管理する体制を有しているか。

・ 決算時において借入金がない等、財務状況が健全

な団体であるか。

３ 審査結果の通知等

審査の結果（採択又は不採択）については、決定後速やかに応募団体に対して

通知する予定。

審査結果の通知については、基金管理団体の候補者となった旨を通知するもの

であり、別途、必要な手続を経て、正式に交付決定が行われることとなる。

採択された基金管理団体については、農林水産省のホームページで公表する。

第７ 業務の実施について

採択決定後、必要な手続きを経た後、速やかに基金造成を行うこととする。

業務は、さとうきび等安定生産体制緊急確立事業推進費補助金交付要綱（平成25

年２月26日付け24生産第2829号農林水産事務次官依命通知）、さとうきび等安定生

産体制緊急確立事業実施要綱（平成25年２月26日付け24生産第2826号農林水産事

務次官依命通知）、甘味資源作物等生産振興緊急対策事業実施要領（平成25年２月

26日付け24生産第2827号生産局長通知）及び砂糖供給安定化緊急対策事業実施要
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領（平成25年２月26日付け24生産第2831号生産局長通知）に従うものとする。

なお、さとうきび等安定生産体制緊急確立事業の実施に係る事務に要する経費に

ついては、基金を適切に運営するために必要な別紙に掲げる経費を対象とするも

のとする。

第８ 応募方法等

１ 応募書の作成及び提出

「さとうきび等安定生産体制緊急確立事業基金管理団体応募書」（別記様式）

及び業務方法書を作成し、必要部数を以下の提出期間内に提出することとする。

２ 応募方法

提出期間及び提出先（問い合わせ先）は以下のとおり。

（１）提出期間

平成25年２月25日（月）～平成25年３月12日（火）（必着）

（２）提出先・問い合わせ先

提出先：〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省生産局農産部地域作物課 地域作物第１班

甘味資源作物生産振興係 宛て

お問合せ先：同上

ＴＥＬ：03－3502－8111（代表）（内線4842）

ＦＡＸ：03－3593－2608

電子メール：toru_kameya@nm.maff.go.jp

ただし、問い合わせにの受付ついては、月曜日から金曜日まで（祝祭日

を除く。）で、午前９時30分から午後６時15分（正午～午後１時を除く。）ま

での間とする。

（３）提出書類及び部数

ア 「さとうきび等安定生産体制緊急確立事業基金管理団体応募書」３部

イ さとうきび等安定生産体制緊急確立事業に係る業務方法書 １部

ウ 民間団体経歴（概要）、民間団体定款（又は規約）など応募団体の活動（新

規に設立する応募団体にあっては、設立趣意書及び事業計画見込み）が分か

る資料 １部

エ 応募団体（新規に設立する応募団体にあっては、その構成員）の過去３年

分の総会資料（財務諸表等の添付資料） １部

を１つの封筒に入れ、「さとうきび等安定生産体制緊急確立事業基金管理団

体応募書」と表に朱書きをして提出すること。

なお、提出書類は返却しない。また、機密保持には十分配慮する。
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（４）注意事項

ア 応募書類の提出は、原則として「郵送又は宅配便（バイク便を含む。）」

とし、やむを得ない場合には、「持参」も可能とするが、「ＦＡＸ」及び「電

子メール」による提出は受け付けない。

イ 応募書類を郵送する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達された

ことが証明できる方法によることとする。また、余裕を持って投函するなど、

提出期間内に必着すること。

ウ 提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうと無効と

する。また、書類に不備等がある場合は、審査対象とはならないので、公募

要領を熟読のうえ、作成すること。

エ 応募書類の差替えは原則として不可とする。

オ 応募書はパソコンのワープロソフトを用いて作成し、印字した提出文書を

提出すること。（様式は農林水産省生産局ホームページからダウンロード可

能。）

第９ 応募・審査スケジュール

応募期間：平成25年２月25日（月）～平成25年３月12日（火）（必着）

審 査：３月中旬

採択・不採択の連絡：３月中旬

※ 上記スケジュールは目安であり、諸般の事情により変更されることがある。



別紙

補助対象経費

基金管理団体が、さとうきび等安定生産体制緊急確立事業の実施に係る事務に要する

経費は、次の費目ごとに整理することとする。

費目 細目 内容 注意点

備品費 事業を実施するために ・取得単価が50万円以上の

直接必要な試験・調査備 機器及び器具について

品の経費 は、見積書（原則３社以

ただし、リース・レン 上、該当する設備備品を

タルを行うことが困難な １社しか扱っていない場

場合に限る。 合は除く）やカタログ等

を添付すること。

・耐用年数が経過するまで

は、事業実施主体による

善良なる管理者の注意義

務をもって当該備品を管

理する体制が整っている

こと。

・当該備品を別の者に使用

させる場合は、使用・管

理についての契約を交わ

すこと。

事業費 会場借料 事業を実施するために

直接必要な会議等を開催

する場合の会場費として

支払われる経費

通信運搬費 事業を実施するために ・切手は物品受払簿で管理

直接必要な郵便代、運送 すること。

代の経費

借上費 事業を実施するために

直接必要な実験機器、事

務機器、自動車等の借り

上げ経費

印刷製本費 事業を実施するために



直接必要な資料等の印刷

費の購入経費

資料購入費 事業を実施するために ・新聞、定期刊行物等、広

直接必要な図書、参考文 く一般に定期購読されて

献の購入経費 いるものは除く。

消耗品費 事業を実施するために ・消耗品は物品受払簿で管

直接必要な以下の経費 理すること。

・短期間（補助事業実施

期間内）又は一度の使

用によって消費されそ

の効用を失う少額な物

品の購入経費

・ＣＤ－ＲＯＭ等の少額

（３万円未満）な記録

媒体

・試験等に用いる少額

（３万円未満）な器具

等

旅費 委員旅費 事業を実施するために

直接必要な会議の出席ま

たは技術指導等を行うた

めの旅費として、依頼し

た専門家に支払う経費

調査旅費 事業を実施するために

直接必要な事業実施主体

が行う資料収集、各種調

査、打合せ、成果発表等

の実施に必要な経費

謝金 事業を実施するために ・謝金の単価の設定根拠と

直接必要な資料整理、補 なる資料を添付するこ

助、専門的知識の提供、 と。

資料の収集等について協 ・事業実施主体の代表者及

力を得た人に対する謝礼 び事業実施主体に従事す

に必要な経費 る者に対する謝金は認め

ない。



賃金 事業を実施するために直 ・雇用通知書等により本事業

接必要な業務を目的とし にて従事したことを明らか

て、本事業を実施する民間 にすること。

団体が雇用したものに対し ・補助事業従事者別の出勤簿

て支払う実働に応じた対価 及び作業日誌を整備するこ

（日給又は時間給）の経費 と。

委託費 本事業の交付目的たる ・委託を行うに当たって

事業の一部分（例えば、 は、第三者に委託するこ

事業の成果の一部を構成 とが必要かつ合理的・効

する調査の実施、取りま 果的な業務に限り実施で

とめ等）を他の者（応募 きるものとする。

団体が民間企業の場合、 ・補助金の額の50％未満と

自社を含む。）に委託す すること。

るために必要な経費 ・事業そのものまたは、事

業の根幹を成す業務の委

託は認めない。

・民間企業内部で社内発注

を行う場合は、利潤を除

外した実費弁済の経費に

限る。

役務費 事業を実施するために

直接必要かつ、それだけ

では本事業の成果とは成

り立たない分析、試験、

加工等を専ら行う経費

雑役務費 飲食費 事業を実施するために ・会議におけるお茶・コー

直接必要な会議を開催す ヒー等簡素なものに限

る際の茶菓代の経費 り、弁当は認めない。

手数料 事業を実施するために

直接必要な謝金等の振り

込み手数料

印紙代 事業を実施するために

直接必要な委託の契約書

に貼付する印紙の経費



社会保険料 事業を実施するために直

接雇用した者に支払う社会

保険料の事業主負担分の経

費

通勤費 事業を実施するために直

接雇用した者に支払う通勤

手当て等の経費

上記の経費であっても以下の経費にあっては認めないものとする。

１．補助事業の有無にかかわらず基金管理団体で具備すべき備品・物品等の購入及

びリース・レンタルに要する経費

２．建物等施設の建設、不動産取得に関する経費

３．基金管理期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

４．その他当該業務の実施に関連のない経費


